
 

 

ＥＳＧリース促進事業 

優良取組認定制度ロゴマーク 

 

使用細則 

 

 

 

一般社団法人環境金融支援機構 

制定：２０２２年１０月１３日 

改定：２０２４年 ８月２９日 

改定：２０２５年 ７月２２日 

改定：２０２６年 ６月３０日 



 
 

＜ロゴマークに込められた願い＞ 

・三日月は、Lease の「L」を表し、今はまだ草創期である事を意味します。 

 ESG リースがこれから世の中に普及していく（月が満ちる）世界を目指します。 

・双葉は、ESG という新芽が芽吹いていく様子を表しています。 

緑豊かな社会を目指す一歩を本事業により歩み出してほしい願いがこめられております。 

 

 

Ⅰ．目的                               

本使用細則は、優良取組認定制度に認定された優良取組認定事業者が（優良取組認定ロゴマー

ク(「以下、ロゴマーク」という。)を使用するにあたり、「ESG リース促進事業優良取組認定制

度 ロゴマーク使用規程」に則り、必要な事項を定めたものです。 

優良取組認定事業者とは、環境省補助金事業（脱炭素社会の構築に向けた ESG リース促進事

業）に関する指定リース事業者であって、脱炭素機器のリースに関し顕著な実績や取組を行った

指定リース事業者に対し、環境省から優良取組認定事業者として認定された事業者をいいます。 

 

 

 

 

 

 



Ⅱ．ロゴマークの種類                             

優良取組の認定は年度に１回実施しており、連続で認定された回数により使用出来るロゴマー

クが変更となります。 

・青色を主体とするロゴマーク 

優良取組認定事業者として認定された事業者に付与します。 

・銀色を主体とするロゴマーク 

2 年連続優良取組認定事業者として認定された事業者に付与します。 

・金色を主体とするロゴマーク 

3 年連続優良取組認定事業者として認定された事業者に付与します。 

 

Ⅲ．ロゴマークの使用範囲                        

・ロゴマークは、受賞した賞の色のロゴを受賞者が無償で使うことができます。 

・ロゴマークは、Web サイト、自社のパンフレット、カタログ、レターヘッド、社員の名刺に掲

示することができます。（例：販促品等） 

 

Ⅳ．ロゴマークの指定カラー                      

                

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅴ．ロゴマーク再現時のアイソレーションエリア                   

ロゴマークの識別性を保つためにロゴマークの周囲には充分な余白（アイソレーション

エリア）を確保してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅵ．ロゴマークサイズ                         

ロゴマークのサイズ（名刺等に使用する場合、識別性及び可読性を保つために再現でき

る最小サイズ）15 ㎜ 

【印刷用】 

 

 

 

 

 



Ⅶ．ロゴマークの使用上の注意                              

ロゴマークの形状を変形・改変しないでください。 

 

 


